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2026年 6月 2日更新 

2026 消費税法 受講生の皆様へ 

 

＜HU26748＞ 過去問計算問題集 訂正のお知らせ 

 

表題の教材につきまして、下記のとおり訂正がございますので、ご連絡差し上げます。受講生の皆

様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

【該当箇所】 192 ページ 【小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）の適用の

有無の判定】 

(誤) ⑶ 特定期間における特例 9,574,704＋82,630＝9,657,334 ≦ 10,000,000 

⑷ 令和６年１月１日から適格請求書発行事業者として登録されている。 

 

(正) ⑶ 特定期間における特例 9,574,704×
100

108
＋82,630×

100

110
＝8,940,584 ≦ 10,000,000 

⑷ 令和７年１月１日から適格請求書発行事業者として登録されている。 

 


